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バ
ー
を
証
明
す
る
際
に
使
用
す

る
も
の
で
、
顔
写
真
が
入
っ
て

い
な
い
た
め
、
別
途
、
運
転
免

許
証
な
ど
、
顔
写
真
が
入
っ
た

証
明
書
と
併
せ
て
使
用
し
ま
す
。

　
今
後
は
住
所
の
異
動
や
各
行

政
機
関
で
の
手
続
き
に
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
紛
失
な
ど
し

な
い
よ
う
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
紛
失
な
ど
に
よ
る
再

交
付
の
手
数
料
は
、
有
料
と
な

る
予
定
で
す
。

　
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

住
民
票
の
住
所
で
通
知
カ
ー
ド

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
現
在
住
ん
で
い
る
場

所
（
居
所
）
を
登
録
す
る
と
、

そ
ち
ら
に
通
知
カ
ー
ド
を
送
付

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

■
対
象
　

▽
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
、

DV
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
児
童

虐
待
な
ど
の
被
害
者
で
、
住
民

票
を
残
し
て
、
別
の
場
所
に
住

ん
で
い
る
人
。

▽
長
期
に
わ
た
っ
て
医
療
機

関
・
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、

入
院
・
入
所
中
は
住
民
票
の
住

所
に
誰
も
住
ん
で
い
な
い
人
。

■
申
請
方
法
　
9
月
25
日
（
必

着
）
ま
で
に
、
左
の
必
要
書
類

を
添
え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
、
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村

へ
。

■
必
要
書
類
　

▽
通
知
カ
ー
ド
の
送
付
先
に
係

る
居
所
情
報
登
録
申
請
書
。

▽
運
転
免
許
証
や
旅
券
な
ど
、

登
録
を
行
う
人
の
本
人
確
認
書

類
。

▽
賃
貸
借
契
約
書
や
権
利
書
な

ど
、
現
在
お
住
ま
い
の
場
所
に

住
ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
。

▽
代
理
人
の
申
請
の
場
合
、
戸

籍
謄
本
や
委
任
状
な
ど
、
代
理

権
を
証
明
す
る
書
類
と
、
運
転

免
許
証
や
旅
券
な
ど
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
希
望

者
に
交
付
す
る
I
C
チ
ッ
プ
を

搭
載
し
た
カ
ー
ド
で
、
氏
名
・

住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
の
基

本
４
情
報
と
、
顔
写
真
・
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
・
有

効
期
間
な
ど
が
記
載
さ
れ
ま
す

（
右
下
の
図
）。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
本
人
確
認

の
両
方
を
証
明
で
き
る
他
、

e

-

T
a
x
な
ど
の
電
子
申
請

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
本
人
確
認

の
両
方
を
証
明
で
き
る
唯
一
の

カ
ー
ド
な
の
で
、
通
知
カ
ー
ド

同
様
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
初
回
の
交
付
手
数
料

は
無
料
で
す
が
、
紛
失
な
ど
に

よ
る
再
交
付
の
手
数
料
は
、
有

料
と
な
る
予
定
で
す
。

▽
申
請
時
期
　
10
月
か
ら
申
請

を
受
け
付
け
、
平
成
28
年
１
月

か
ら
順
次
交
付
。

　
な
お
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
時
に
、
通
知
カ
ー
ド
は
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
申
請
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
、
市
民
課
☎（
632
）５

２
６
４
へ
。

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
の
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
に
伴

い
、
住
基
カ
ー
ド
と
住
基
カ
ー

ド
を
利
用
し
た
電
子
証
明
書
の

発
行
・
更
新
手
続
き
を
終
了
し

ま
す
。

■
住
基
カ
ー
ド
と
電
子
証
明
書

の
発
行
・
更
新
手
続
き
の
終
了

日
時

▽
住
基
カ
ー
ド
　
12
月
28
日

（
月
）午
後
５
時
ま
で
。

▽
電
子
証
明
書
　
12
月
22
日

（
火
）午
後
５
時
ま
で
。

■
そ
の
他
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
時
に
、
住
基
カ
ー
ド
は
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２
７
１

　
住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
電

子
証
明
書
を
お
持
ち
の
人
は
、

有
効
期
限
内
で
あ
れ
ば
、
平
成

28
年
の
確
定
申
告
に
電
子
証
明

書
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申

請
を
行
い
、
住
基
カ
ー
ド
を
利

用
し
た
電
子
証
明
書
を
所
有
し

て
い
る
人
は
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
は

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
個
人
番

号
カ
ー
ド
の
交
付
を
開
始
し
ま

す
が
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、
交

付
申
請
が
集
中
す
る
と
予
想
さ

れ
る
た
め
、
確
定
申
告
時
期
ま

で
に
カ
ー
ド
の
交
付
が
間
に
合

わ
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。

　
平
成
28
年
１
月
末
ま
で
に
電

子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
満
了

と
な
る
場
合
で
、
平
成
28
年
２

〜
３
月
に
電
子
証
明
書
を
利
用

し
た
確
定
申
告
を
予
定
し
て
い

る
人
は
、
12
月
22
日
午
後
５
時

ま
で
に
住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し

た
電
子
証
明
書
の
発
行
・
更
新

手
続
き
を
行
う
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

　
な
お
、
住
基
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
電
子
証
明
書
の
発
行
・
更

新
手
続
き
に
は
、
手
数
料
500
円

が
掛
か
り
ま
す
。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２
６
７

年
金
・
雇
用
保
険
の
資
格
取
得

・
確
認
・
給
付
、
医
療
保
険
の

給
付
の
請
求
な
ど
。

■
税
務
関
係
の
手
続
き
　
税
務

署
に
提
出
す
る
確
定
申
告
書
へ

の
記
載
な
ど
。

■
災
害
対
策
　
防
災
・
災
害
対

策
に
関
す
る
事
務
、
被
災
者
生

活
再
建
支
援
金
の
給
付
な
ど
。

■
制
度
面

▽
法
律
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
収

集
・
管
理
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
適
切
に
管

理
さ
れ
て
い
る
か
を
、
特
定
個

人
情
報
保
護
委
員
会
（
国
の
第

三
者
機
関
）
が
監
視
・
指
導
し

ま
す
。

■
シ
ス
テ
ム
面

▽
個
人
情
報
は
一
元
管
理
せ
ず
、

こ
れ
ま
で
通
り
、
年
金
の
情
報

は
年
金
事
務
所
、
税
の
情
報
は

税
務
署
と
、
分
散
し
て
管
理
し

ま
す
。

▽
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
可
能

な
人
を
制
限
・
管
理
し
、
通
信

す
る
場
合
は
暗
号
化
し
ま
す
。

▽
税
（
源
泉
徴
収
票
の
作
成
手

続
き
な
ど
）
や
社
会
保
障
（
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
・
雇
用
保

険
な
ど
）
の
手
続
き
で
、
従
業

員
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記

載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
り
扱
い

に
当
た
っ
て
は
、
国
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必

要
で
す
。

▽
法
人
に
は
法
人
番
号
が
通
知

さ
れ
ま
す
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
、
一
人
ひ
と

り
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら

せ
す
る
た
め
の
カ
ー
ド
で
、
全

国
一
斉
に
10
月
〜
12
月
に
順
次
、

原
則
と
し
て
、
住
民
票
の
住
所

に
世
帯
ご
と
に
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
郵
送
は
簡
易
書
留
郵

便
と
な
り
ま
す
の
で
、
郵
便
局

の
配
達
時
に
不
在
な
ど
に
よ
り

「
郵
便
物
等
ご
不
在
連
絡
票
」

が
投
函
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

必
ず
保
管
期
間
内
に
郵
便
局
で

受
取
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
紙
製
の
カ
ー

ド
で
、
氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日
・
性
別
の
基
本
４
情
報
と
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

が
記
載
さ
れ
ま
す
（
右
の
図
）。

　
通
知
カ
ー
ド
は
マ
イ
ナ
ン

◎この特集についての問い合わせは、行政改革課☎（632）2035へ。
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◎マイナンバー制度についての問い合わせ先　マイナンバー制度の情報など、詳しくは、内閣官房
http://www.cas.go.jp/で「マイナンバー」と検索するか、国コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570（20）0178(午前9時30分～午後5時30分、土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)へ。なお、外国語
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、☎0570（20）0291へ。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
こ
ん
な

場
面
で
必
要
で
す

住
民
票
の
住
所
と
異
な
る

場
所
に
住
ん
で
い
る
人

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住

基
カ
ー
ド
）と
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス（
電
子
証
明
書
）

皆
さ
ん
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

通
知
す
る
通
知
カ
ー
ド
を

郵
送
し
ま
す

平
成
28
年
の
確
定
申
告
に

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る

場
合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は

個
人
番
号
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

安
心
・
安
全
な
仕
組
み
で
す

民
間
事
業
者
で
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す

▲内閣府マイナンバー公式
PRキャラクター「マイナちゃん」

　
10
月
か
ら
住
民
票
の
住
所
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー(

個

人
番
号)

の
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
郵
送
さ
れ
、
平
成

28
年
１
月
か
ら
、
税
・
社
会
保
障
・
災
害
対
策
の

手
続
き
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
が
開
始
さ
れ

ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

　(社
会
保
障・税
番
号
制
度)

が
始
ま
り
ま
す

HP

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
中
長
期

在
留
者
や
特
別
永
住
者
な
ど
の

外
国
人
を
含
む
住
民
票
を
有
す

る
全
て
の
人
に
指
定
さ
れ
る
規

則
性
の
な
い
12
桁
の
番
号
の
こ

と
で
す
。
な
お
、
法
人
に
は
13

桁
の
法
人
番
号
が
指
定
さ
れ
ま

す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
所
変

更
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
涯

同
じ
番
号
を
使
い
ま
す
。

■
社
会
保
障
関
係
の
手
続
き
　

通知カードイメージ

マイナンバーでもっと便利に
■年金や福祉などの申請で、書類の添付が
減ります。
■行政手続きが、正確で早くなります。
■適正・公平な課税を実現します。
■年金などの社会保障を、確実に給付しま
す。

タ
ッ
ク
ス

個人番号カードイメージ

表面裏面

通知カード
個人番号　1234 5678 9012
氏　　名　番号　花子
住　　所　○県■市△町◇丁目○番地▽号
平成 5 年 3 月31日生　　 性別　女
発行　平成○○年○月○日　○市長
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バ
ー
を
証
明
す
る
際
に
使
用
す

る
も
の
で
、
顔
写
真
が
入
っ
て

い
な
い
た
め
、
別
途
、
運
転
免

許
証
な
ど
、
顔
写
真
が
入
っ
た

証
明
書
と
併
せ
て
使
用
し
ま
す
。

　
今
後
は
住
所
の
異
動
や
各
行

政
機
関
で
の
手
続
き
に
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
紛
失
な
ど
し

な
い
よ
う
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
紛
失
な
ど
に
よ
る
再

交
付
の
手
数
料
は
、
有
料
と
な

る
予
定
で
す
。

　
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

住
民
票
の
住
所
で
通
知
カ
ー
ド

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
現
在
住
ん
で
い
る
場

所
（
居
所
）
を
登
録
す
る
と
、

そ
ち
ら
に
通
知
カ
ー
ド
を
送
付

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

■
対
象
　

▽
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
、

DV
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
児
童

虐
待
な
ど
の
被
害
者
で
、
住
民

票
を
残
し
て
、
別
の
場
所
に
住

ん
で
い
る
人
。

▽
長
期
に
わ
た
っ
て
医
療
機

関
・
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、

入
院
・
入
所
中
は
住
民
票
の
住

所
に
誰
も
住
ん
で
い
な
い
人
。

■
申
請
方
法
　
9
月
25
日
（
必

着
）
ま
で
に
、
左
の
必
要
書
類

を
添
え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
、
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村

へ
。

■
必
要
書
類
　

▽
通
知
カ
ー
ド
の
送
付
先
に
係

る
居
所
情
報
登
録
申
請
書
。

▽
運
転
免
許
証
や
旅
券
な
ど
、

登
録
を
行
う
人
の
本
人
確
認
書

類
。

▽
賃
貸
借
契
約
書
や
権
利
書
な

ど
、
現
在
お
住
ま
い
の
場
所
に

住
ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
。

▽
代
理
人
の
申
請
の
場
合
、
戸

籍
謄
本
や
委
任
状
な
ど
、
代
理

権
を
証
明
す
る
書
類
と
、
運
転

免
許
証
や
旅
券
な
ど
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
希
望

者
に
交
付
す
る
I
C
チ
ッ
プ
を

搭
載
し
た
カ
ー
ド
で
、
氏
名
・

住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
の
基

本
４
情
報
と
、
顔
写
真
・
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
・
有

効
期
間
な
ど
が
記
載
さ
れ
ま
す

（
右
下
の
図
）。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
本
人
確
認

の
両
方
を
証
明
で
き
る
他
、

e

-

T
a
x
な
ど
の
電
子
申
請

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
本
人
確
認

の
両
方
を
証
明
で
き
る
唯
一
の

カ
ー
ド
な
の
で
、
通
知
カ
ー
ド

同
様
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
初
回
の
交
付
手
数
料

は
無
料
で
す
が
、
紛
失
な
ど
に

よ
る
再
交
付
の
手
数
料
は
、
有

料
と
な
る
予
定
で
す
。

▽
申
請
時
期
　
10
月
か
ら
申
請

を
受
け
付
け
、
平
成
28
年
１
月

か
ら
順
次
交
付
。

　
な
お
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
時
に
、
通
知
カ
ー
ド
は
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
申
請
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
、
市
民
課
☎（
632
）５

２
６
４
へ
。

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
の
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
交
付
開
始
に
伴

い
、
住
基
カ
ー
ド
と
住
基
カ
ー

ド
を
利
用
し
た
電
子
証
明
書
の

発
行
・
更
新
手
続
き
を
終
了
し

ま
す
。

■
住
基
カ
ー
ド
と
電
子
証
明
書

の
発
行
・
更
新
手
続
き
の
終
了

日
時

▽
住
基
カ
ー
ド
　
12
月
28
日

（
月
）午
後
５
時
ま
で
。

▽
電
子
証
明
書
　
12
月
22
日

（
火
）午
後
５
時
ま
で
。

■
そ
の
他
　
個
人
番
号
カ
ー
ド

交
付
時
に
、
住
基
カ
ー
ド
は
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２
７
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住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
電

子
証
明
書
を
お
持
ち
の
人
は
、

有
効
期
限
内
で
あ
れ
ば
、
平
成

28
年
の
確
定
申
告
に
電
子
証
明

書
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申

請
を
行
い
、
住
基
カ
ー
ド
を
利

用
し
た
電
子
証
明
書
を
所
有
し

て
い
る
人
は
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
は

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
個
人
番

号
カ
ー
ド
の
交
付
を
開
始
し
ま

す
が
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、
交

付
申
請
が
集
中
す
る
と
予
想
さ

れ
る
た
め
、
確
定
申
告
時
期
ま

で
に
カ
ー
ド
の
交
付
が
間
に
合

わ
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。

　
平
成
28
年
１
月
末
ま
で
に
電

子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
満
了

と
な
る
場
合
で
、
平
成
28
年
２

〜
３
月
に
電
子
証
明
書
を
利
用

し
た
確
定
申
告
を
予
定
し
て
い

る
人
は
、
12
月
22
日
午
後
５
時

ま
で
に
住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し

た
電
子
証
明
書
の
発
行
・
更
新

手
続
き
を
行
う
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

　
な
お
、
住
基
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
電
子
証
明
書
の
発
行
・
更

新
手
続
き
に
は
、
手
数
料
500
円

が
掛
か
り
ま
す
。

問
市
民
課
☎（
632
）２
２
６
７

年
金
・
雇
用
保
険
の
資
格
取
得

・
確
認
・
給
付
、
医
療
保
険
の

給
付
の
請
求
な
ど
。

■
税
務
関
係
の
手
続
き
　
税
務

署
に
提
出
す
る
確
定
申
告
書
へ

の
記
載
な
ど
。

■
災
害
対
策
　
防
災
・
災
害
対

策
に
関
す
る
事
務
、
被
災
者
生

活
再
建
支
援
金
の
給
付
な
ど
。

■
制
度
面

▽
法
律
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
収

集
・
管
理
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
適
切
に
管

理
さ
れ
て
い
る
か
を
、
特
定
個

人
情
報
保
護
委
員
会
（
国
の
第

三
者
機
関
）
が
監
視
・
指
導
し

ま
す
。

■
シ
ス
テ
ム
面

▽
個
人
情
報
は
一
元
管
理
せ
ず
、

こ
れ
ま
で
通
り
、
年
金
の
情
報

は
年
金
事
務
所
、
税
の
情
報
は

税
務
署
と
、
分
散
し
て
管
理
し

ま
す
。

▽
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
可
能

な
人
を
制
限
・
管
理
し
、
通
信

す
る
場
合
は
暗
号
化
し
ま
す
。

▽
税
（
源
泉
徴
収
票
の
作
成
手

続
き
な
ど
）
や
社
会
保
障
（
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
・
雇
用
保

険
な
ど
）
の
手
続
き
で
、
従
業

員
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記

載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
り
扱
い

に
当
た
っ
て
は
、
国
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必

要
で
す
。

▽
法
人
に
は
法
人
番
号
が
通
知

さ
れ
ま
す
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
、
一
人
ひ
と

り
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら

せ
す
る
た
め
の
カ
ー
ド
で
、
全

国
一
斉
に
10
月
〜
12
月
に
順
次
、

原
則
と
し
て
、
住
民
票
の
住
所

に
世
帯
ご
と
に
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
郵
送
は
簡
易
書
留
郵

便
と
な
り
ま
す
の
で
、
郵
便
局

の
配
達
時
に
不
在
な
ど
に
よ
り

「
郵
便
物
等
ご
不
在
連
絡
票
」

が
投
函
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

必
ず
保
管
期
間
内
に
郵
便
局
で

受
取
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
紙
製
の
カ
ー

ド
で
、
氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日
・
性
別
の
基
本
４
情
報
と
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

が
記
載
さ
れ
ま
す
（
右
の
図
）。

　
通
知
カ
ー
ド
は
マ
イ
ナ
ン

◎この特集についての問い合わせは、行政改革課☎（632）2035へ。
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◎マイナンバー制度についての問い合わせ先　マイナンバー制度の情報など、詳しくは、内閣官房
http://www.cas.go.jp/で「マイナンバー」と検索するか、国コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570（20）0178(午前9時30分～午後5時30分、土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)へ。なお、外国語
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、☎0570（20）0291へ。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
こ
ん
な

場
面
で
必
要
で
す

住
民
票
の
住
所
と
異
な
る

場
所
に
住
ん
で
い
る
人

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住

基
カ
ー
ド
）と
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス（
電
子
証
明
書
）

皆
さ
ん
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

通
知
す
る
通
知
カ
ー
ド
を

郵
送
し
ま
す

平
成
28
年
の
確
定
申
告
に

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る

場
合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は

個
人
番
号
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

安
心
・
安
全
な
仕
組
み
で
す

民
間
事
業
者
で
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す

▲内閣府マイナンバー公式
PRキャラクター「マイナちゃん」

　
10
月
か
ら
住
民
票
の
住
所
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー(

個

人
番
号)

の
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
郵
送
さ
れ
、
平
成

28
年
１
月
か
ら
、
税
・
社
会
保
障
・
災
害
対
策
の

手
続
き
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
が
開
始
さ
れ

ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

　(社
会
保
障・税
番
号
制
度)

が
始
ま
り
ま
す

HP

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
中
長
期

在
留
者
や
特
別
永
住
者
な
ど
の

外
国
人
を
含
む
住
民
票
を
有
す

る
全
て
の
人
に
指
定
さ
れ
る
規

則
性
の
な
い
12
桁
の
番
号
の
こ

と
で
す
。
な
お
、
法
人
に
は
13

桁
の
法
人
番
号
が
指
定
さ
れ
ま

す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
所
変

更
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
涯

同
じ
番
号
を
使
い
ま
す
。

■
社
会
保
障
関
係
の
手
続
き
　

通知カードイメージ

マイナンバーでもっと便利に
■年金や福祉などの申請で、書類の添付が
減ります。
■行政手続きが、正確で早くなります。
■適正・公平な課税を実現します。
■年金などの社会保障を、確実に給付しま
す。

タ
ッ
ク
ス

個人番号カードイメージ

表面裏面

通知カード
個人番号　1234 5678 9012
氏　　名　番号　花子
住　　所　○県■市△町◇丁目○番地▽号
平成 5 年 3 月31日生　　 性別　女
発行　平成○○年○月○日　○市長


